
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
九
年
六
月
五
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
循
環
型
社
会
構
築
の
観
点
か
ら
、
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
に
よ
り
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
発
生
抑
制
の
必
要
性
を
食
品
関
連
事
業
者
に
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
発
生
抑
制
の
み
で
達

成
す
べ
き
目
標
の
設
定
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
新
た
に
再
生
利
用
等
の
手
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
熱
回
収
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
安
易
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
熱
回
収

よ
り
上
位
の
取
組
で
あ
る
再
生
利
用
の
取
組
が
抑
制
さ
れ
な
い
よ
う
、
再
生
利
用
等
に
つ
い
て
の
優
先
順
位
の
下
、
そ
の
要

件
を
厳
格
に
す
る
こ
と
。

三
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
実
施
率
目
標
の
達
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
食
品
関
連
事
業
者
に
対
す
る
指
導
・
助
言
、
食

品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
・
公
表
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
。
な
お
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
事
業

者
も
含
め
、
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
に
該
当
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
適
切
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
食
品
関
連
事
業
者
ご
と
の
取
組
の
格
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
食
品
関
連
事
業
者
の
優
良
な
取
組
を
評
価
し
、
国
民
や

食
品
関
連
事
業
者
に
情
報
提
供
す
る
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
食
品
関
連
事
業
者
の
自
主
的
取
組
を
促
す
施
策
を
積
極
的
に
講

ず
る
こ
と
。

五
、
再
生
利
用
事
業
計
画
の
認
定
制
度
普
及
の
た
め
、
再
生
利
用
に
関
す
る
技
術
開
発
状
況
、
取
組
事
例
な
ど
、
各
主
体
を
結

び
つ
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
等
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
食
品
廃
棄
物
等
の
不
適
正
処
理
の
防
止
を
図
る
と
と
も

に
、
特
定
肥
飼
料
等
及
び
特
定
農
畜
水
産
物
等
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
安
全
性
を
含
む
品
質
の
確
保
・
向
上
な
ど
に
万

全
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。



六
、
中
小
・
零
細
規
模
の
食
品
関
連
事
業
者
に
よ
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
食
品
関
連
事
業

者
が
共
同
し
て
再
生
利
用
等
を
行
う
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
取
組
の
促
進
に
向
け
て
、
必
要
な
支
援

策
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
。

七
、
現
行
制
度
で
認
め
ら
れ
て
い
る
再
生
利
用
手
法
の
み
で
は
、
再
生
利
用
率
の
向
上
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
再
生
利
用
手

法
等
の
調
査
・
研
究
・
開
発
を
積
極
的
に
推
進
し
、
食
品
関
連
事
業
者
の
負
担
の
よ
り
少
な
い
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

り
再
生
利
用
率
の
向
上
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
観
点
か
ら
も
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
の
利
活
用
な
ど
、
再

生
利
用
手
法
の
多
様
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

八
、
一
般
家
庭
か
ら
は
、
食
品
関
連
事
業
者
か
ら
発
生
す
る
食
品
廃
棄
物
等
と
ほ
ぼ
同
量
の
生
ご
み
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
食
べ
残
し
の
削
減
な
ど
、
発
生
抑
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
学
校
教
育
を
含
め
普
及
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
地
方
公
共

団
体
と
連
携
し
て
、
分
別
の
徹
底
や
再
生
利
用
の
促
進
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


